
白神山地世界遺産地域巡視員の巡視普及活動 
 

 民間のボランティアによる白神山地世界遺産地域巡視員（略称：白神世界遺産巡視員）

は、白神山地世界遺産地域連絡会議構成機関等からの推薦で、東北森林管理局長が委嘱

しています。 

 委嘱期間は毎年６月１日から翌年５月３１日までです。 

その役割は次のとおりです。 

 

１ 巡視員の活動内容 

(1) 「管理計画」等に定める行為に反しないように、入山者に対し啓発・指導を行

う。 

(2) 林野火災、希少な高山植物の盗採等、森林被害を未然に防止するため、入山者

に対し啓発・指導を行う。 

(3) 森林環境を保全するため、入山者に対し「紙屑・食べ残し・空き缶」等ゴミの

持ち帰りの啓発・指導を行う。 

(4) 核心地域における、青森県側の既存の歩道及び２７区間の「指定ルート」への

入山者については、特にコース以外への入り込み、踏み荒らし等森林環境に影

響を及ぼす行為を行わないよう啓発・指導に努める。 

(5) 既存の歩道を除く、２７区間の「指定ルート」への入山者には入山届出書写し

を携行するように、また、それ以外の核心地域への入山者には入林許可証が発

行されており、入山時の携行を義務づけているので、それらの提示を求め、内容

を確認のうえ記録する。 

 

2  白神世界遺産巡視員の巡視区域 

遺産地域での巡視活動は原則としてそれぞれ委嘱を受けた管轄区域（青森県側 or 秋田

県側）としていますが、両県どちらでも巡視できるものとしています。 















 
 
 
 

令和５年度も６月１日に青森県側で１８名、秋田

県側で２７名の方々に白神山地世界遺産地域巡視

員を委嘱しております。 

 

その活動（合同パトロールなど）は、下記リンク

の広報誌に掲載しております。 

 

 

津軽白神森林生態系保全センター「白神の絆」 
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/tugarusirakami/koho/index.html 

 

 

藤里森林生態系保全センター「白神通信」 
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/huzisato/sirakami/kouhou_si.html 

 

令和５年度 巡視活動 


